
秋田市宅地開発に関する規則新旧対照表

新 旧

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略）

（既存の権利者の届出） （既存の権利者の届出）

第８条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者 第８条 法第34条第９号の規定による届出をしようとする者

は、次に掲げる図書を添付した届出書を市長に提出しなけ は、次に掲げる図書を添付した届出書を市長に提出しなけ

ればならない。 ればならない。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

第９条～第17条 （略） 第９条～第17条 （略）

（周知） （周知）

第18条 （略） 第18条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 条例第16条の規則で定める開発行為は、資金計画の変 ３ 条例第16条の規則で定める開発行為は、資金計画の変更

更、下水道の管きょの計画高の変更、新たに設置する汚水 をしようとする開発行為とする。

ますの位置の変更および予定建築物等の敷地の形状の変更

（当該敷地の数の変更を伴わない敷地間の境界線の変更に

限る。）をしようとする開発行為とする。

第19条 （略） 第19条 （略）

（書類の様式） （書類の様式）

第20条 （略） 第20条 （略）

左 欄 右 欄 左 欄 右 欄

（略） （略）

法第34条第13号 既存の権利者の届出書 法第34条第９号 既存の権利者の届出書

法第34条の２第１項 開発行為協議書

法第35条の２第２項 開発行為変更許可申請書 法第35条の２第２項 開発行為変更許可申請書

法第35条の２第３項 開発行為変更届出書 法第35条の２第３項 開発行為変更届出書

法第35条の２第４項 開発行為変更協議書

（略） （略）

法第42条第１項ただし書 予定建築物等以外の建築等許 法第42条第１項ただし書 予定建築物等以外の建築等許

可申請書 可申請書

法第42条第２項 予定建築物等以外の建築等協

議書

法第43条第３項 建築物の新築、改築もしくは

用途の変更又は第一種特定工

作物の新設協議書

（略） （略）

第21条 （略） 第21条 （略）


